
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

６月 10日、県職連合第22回・県職

労第118回定期大会を開催し、2017年

度運動方針と人勧闘争、退職手当引下

げ阻止、人員確保闘争をはじめとした

当面の闘争方針を確認した。賃金・手

当の改善、人員要求、サービス残業撲

滅・長時間労働の是正などの職場改善

要求、労働安全衛生の確立、人事異動

対策、公舎等の確保と赴任旅費の改善など多くの代議員から発言があった。 

代議員からは、「交通機関利用の全額支給上限額の改善を勝ち取ったが、未だ諸手当の

自己負担が多い。引き続き取り組みの強化を」、「沿岸部では職員の居住環境が厳しい。

住環境整備の取り組み強化を」、「職員の実情に配慮した人事異動の早期内示を」など職

場環境改善に向けた取り組み強化の方針補強を受けた。運動方針は賛成多数で確認され

た。県職労は、当面する課題の前進に向け、全力を挙げ

取り組む。（大会詳細は後日機関紙に掲載します） 

 

 

人事院による公務員の退職手当引下げ見解（約78万円）

を受け、政府では国家公務員の退職手当引下げの検討を進

めている。県の退職手当は国準拠であり、引下げとなれば

退職後の生活設計に深刻な影響を及ぼすばかりか、モチベ

ーションの失墜、人材確保がさらに困難となる。このため、

６月中を期間に手当水準の維持改善のための要請署名に

取り組んでいる（１人5筆）。最大限の集約をめざそう。 

当面する人勧・人員確保闘争に向け団結ガンバロー 

家族の分も書きましたか？１人５筆目標で

す。組合員以外の職員にも取り組み要請を。 
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２０１７運動方針

が確立！当面する

退職手当維持・改

善要請署名と人員

確保闘争に向け全

力を挙げよう！ 
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 ４月時点の欠員は123人と依然として大規模欠員が解消されないなか、震災復興や本格化する台風10

号災害復旧など業務量は増す一方であり、各職場で人員が不足している。このため、各支部・分会にお

いて「分会基礎調査」をもとに職場点検をし、職場からの人員要求

を進めることが重要となる。 

本部は７月７日に「人員確保統一要求書」を提出し、人員確保闘

争を本格化させる。並行して支部・分会からの要求の相乗効果によ

り、要求実現の流れを構築するため、８月～９月に当局が行う定数

要求時を見据えて、支部・分会で必要な人員数や改善を求める事項

を集約し、管理者（振興局長・所属長等）に改善を求める取り組み

追求を提起した。 

併せて、今年度の任期付職員の任期の定めのない選考採用に関し、

５月26日当局は一般事務５人、総合土木若干名の募集を行う募集要

領を示したが、早期の欠員解消や各職場からの要望とは程遠い状況

にある。よって、選考採用枠の拡大、勤務実績を十分把握し評価す

ること等を柱とした要請書を７月７日に当局に提出するが、職場実

態を踏まえた要求とすべく、６月に全支部・分会による決議文を集

約する。各支部での取り組みをお願いする。 

 

 

 

 

 定期大会終了後、県職連合10周年・

県職労70周年記念式典・レセプション

を開催。達増県知事をはじめ、県職労

推薦県議などの多数の来賓が出席し、

お祝いと激励のあいさつを受けました。 

達増知事からは、県職員が日頃から

県政推進に尽力していることに謝意を示すとともに、県職員

の処遇改善のために県職労の意見にも耳を傾けていくとのあい

さつを受けました。レセプションでは県職労バンドによる演奏で盛り上げ、盛会裏に終了しました。 

 

 

６月 18日告示・25日投開票の宮古市長選挙と並行して宮古市議会議員補欠選挙（定数５）が行われ

る。県職労では、ＪＰ労組出身・元連合岩手宮古地域協議会議長の「畠山 茂」さん（50歳・新人・無

所属（社民党推薦））を推薦決定した。憲法理念を活かした政治の実現、勤労者の声を市政に反映し、

労働環境の整備を政策に掲げています。組合員はもとより、友人・知人への支持拡大をお願いする。 

任期付職員経験者選考採用拡充の決議文 

あいさつする達増知事 

県職労バンドの演奏・知事（手前）も観賞 


